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プラスチック製容器包装材料リサイクル再商品化製品の 

品質基準のあり方に関する検討について 
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※３月 17日産業構造審議会資料より 
１．目的 

プラスチック製容器包装廃棄物は、白色発泡トレイが単体で分別収集される場合等を除

き、多種多様な素材、形状からなるものが混在しているため、材料リサイクルが難しいと

されている。 

その一方で、容器包装リサイクル法においては、産業構造審議会の審議結果を踏まえ、

材料リサイクルがケミカルリサイクルに比し優先されていることもあり、再商品化製品

（フレーク、ペレット等）の品質の向上維持は重要な課題となっている。 

このため、材料リサイクル再商品化製品の品質向上に向け、再商品化事業者に統一的に

求めていくべき品質項目等の設定の可能性を検討することを目的とした。 
 

２．実施時期 

 平成１５年度 
 
３．実施方法 

 経済産業省の調査事業として、「プラスチック製容器包装材料リサイクル再商品化製品

の品質基準のあり方に関する検討委員会（委員長：鍋島淑郎元玉川大学教授）」を設置し、

再商品化事業者や再商品化製品利用事業者からのヒアリングを行い、その結果を基に更に

検討を加えた。 
 
４．委員名簿 

  委員長 鍋島淑郎 元玉川大学教授 

委員  木村照夫 京都工芸繊維大学大学院教授 

西谷吉憲 社団法人プラスチック処理促進協会 広報部長 

滝田靖彦 プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 事務局長 

高野忠夫 財団法人化学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター 

センター長 常務理事 

中尾正博 日本ポリエチレン株式会社 生産管理部環境安全室長 

安藤正春 財団法人日本容器包装リサイクル協会 

理事・プラスチック容器事業部長 

 オブザーバー 

     経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 

     経済産業省製造産業局化学課 

     環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 
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５．委員会開催実績 

第１回 平成１５年１２月５日（金） 

・委員会の趣旨説明、調査の進め方についての検討等 

第２回 平成１６年１月１３日（火） 

・再商品化製品利用事業者のヒアリング 

第３回 平成１６年１月２８日（水） 

・再生処理事業者のヒアリング 

第４回 平成１６年２月２７日（金） 

・品質基準のあり方に関する検討 

 

６．検討結果 

（１）品質基準のあり方について 

再生処理事業者と再商品化製品利用事業者が品質情報を共有することにより、再商品

化製品の品質向上および再商品化製品の販売促進が期待されると見込まれるとともに、

再商品化製品に含有される水分の測定を行うことにより、再商品化製品の収率の管理を

より正確に行うことが可能となることから、再生処理事業者による主要項目に関する品

質測定および測定結果の報告義務を課することが適当であるとされた。 
なお、再商品化製品の品質基準値について、最低限確保すべき品質基準を定めるべき

との意見もあったが、再生処理業者における品質管理が多くの場合、目視等の経験に基

づき実施されており、実際の計測がほとんど行われていない現状においては、直ちに設

定することが困難であるとともに、仮に、その状況で最低限の数値を示すとすると、相

当緩やかな数値を示さざるを得ないこととなり、結果として、その品質さえ満足すれば

良いという誤解を生じる恐れもあるという判断であった。 
そこで、品質基準値の設定については、まず、再商品化製品の品質に関するデータを

把握し、その上で改めてその設定の必要性や可能性について検討を加えることが妥当で

あるとされた。 
 
（２）品質測定および測定結果の報告の方法 

プラスチック製容器包装材料リサイクル再商品化製品の品質については、再生処理業

者と再商品化製品利用事業者の間における品質情報の円滑化および再商品化工程の収率

管理に向けて、以下に掲げる内容について、再生処理事業者に対して、再商品化製品の

品質測定を義務付けるとともに、測定方法・結果について再商品化製品利用事業者およ

び財団法人日本容器包装リサイクル協会へ報告することを義務付けることが適当である

とされた。 
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ア．測定対象製品 
①測定対象製品は、原則、全ての製品を対象とする。 
ただし、ＰＥ単体、ＰＰ単体、ＰＳ単体、ＰＥＴ単体については、製造量が少

ないことおよびＰＰ・ＰＥ混合品の品質を管理することで概ね状況が把握できる

ことから、測定の効率性等を勘案して測定の実施の可否および測定項目を決定す

ることを検討する。 
②対象とする製品の形態は、ペレット、フレーク、フラフ、フレーク・フラフ減容

品、フレーク・フラフ混合品など全てを対象とする。 
③対象とする再生処理施設は、再生処理を実施する全ての施設とする。 

 
イ．測定項目および実施方法 
① 測定項目は、水分、塩素分、主成分、メルトフローレート（ＭＦＲ）の４項目

とする。 
② 実施方法については、再生処理事業者における準備や測定方法の実態に即して

定めることが必要であることから、その詳細については、財団法人日本容器包

装リサイクル協会にて定める必要がある。 
 
表５．再生処理事業者における品質測定の実施について

測定項目 測定可能性 課題 適用時期

水分 可能 具体的測定方法の設定 Ｈ１７年度

塩素分 可能 具体的測定方法の設定 Ｈ１７年度

主成分 測定方法の検討要

溶剤可溶性など測定方法の検討
（ex/ＰＰ／ＰＥ混合品については、
キシレンによりＰＳ分を測定するこ
とで代替等）

測定方法等の詳細が整い次第
（Ｈ１８年度を目処に実施）

ＭＦＲ 測定基準の設定要
特にフラフについては条件設定等
を定める必要性あり

測定方法等の詳細が整い次第
（H１８年度を目処に実施）
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表６．水分・塩素分の測定頻度・サンプリング等について

測定項目 測定頻度 サンプリング時 サンプル量

水分
原則は、製品出荷毎に測定
することが望ましい

容リ協に報告する再商品化製
品の販売量の計量時と同一の
タイミングで測定することが必
要

測定を行う水分計にあわせて設定

塩素分

３か月に一回（季節変動・
ロット変動等を加味。安定し
た段階では頻度を落とすこ
とを検討）

再商品化製品製造後、出荷前
（乾ベース）

蛍光Ｘ線、原子吸光など測定装置
にあわせて設定

 

 
 

ウ．費用負担 
品質測定に掛かる費用は、再生処理事業者の負担とする。 

 
エ．品質測定機関 

品質測定を行う主体は、再生処理事業者自ら、または専門の測定機関に委託して

行うこととする。なお、水分については、乾燥により測定値が変わらないよう委託

することなく、サンプリング時に測定を行うことが必要である。 
 測定を委託する場合、委託先は都道府県工業試験場等の公的機関またはＧＬＰ

（Good Laboratory Practice：優良試験規範）取得機関など、信頼性を担保できる
機関であることが必要とされる。 

 
（３）品質測定の信頼性の確保 

 品質測定は、再生処理事業者が実施するものであるが、品質測定の信頼性の確保に向

けて、必要に応じて、財団法人日本容器包装リサイクル協会等の第三者が測定対象物の

サンプリングおよび品質測定を行い再生処理事業者の測定結果と照合する、あるいは再

生処理事業者のサンプリングに立ち会う必要があるとされた。 
    
（４）品質情報の公表について 

 材料リサイクル再商品化製品の流通の円滑化に向けて、個々の再生処理事業者の品質

情報が、幅広く再商品化製品利用事業者等に公開されることが望ましいとされた。 
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（５）その他 

ア．フラフ、フレーク・フラフ混合品の法律上の位置づけの明確化について 
 容器包装リサイクル法の告示において、再商品化製品の記述として「ペレット等」

とされており、現状では、フラフ、フレーク・フラフ混合品も「ペレット等」に含ま

れるものとして運用されているが、フラフ、フレーク・フラフ混合品については、特

定の事業者に対する製品として流通しているのが現状であるが、その品質は水分を多

量に含むなどの問題が指摘されており、輸送効率も悪いという指摘があることから、

更なる再商品化製品の品質向上を期すに当たっては、今後の品質測定等の実施状況を

も踏まえ、その運用上の取り扱いについて検討することが望まれるとされた。 
 
イ．リサイクルシステム全体に関する検討について 
 プラスチック製容器包装材料リサイクル製品の品質測定および測定結果の報告等

により、再商品化製品の一定の品質向上および流通促進が期待されることから、今後

は、これら品質測定等の促進を図り、その効果を評価していく必要があるとともに、

それらの結果に基づき再商品化製品を利用した成形品等の品質向上および販売促進

を含めたリサイクルシステム全体の適正化に関する検討を行うことが、プラスチック

製容器包装材料リサイクルの更なる効率化に資するものと認められるとされた。 
 

以上 
 
 
 
 
 



７．京都市の家庭ごみに占めるプラスチック製容器包装等の割合 
 

※４月８日産業構造審議会資料から 
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◆京都市が実施した「その他プラスチック製容器包装に係る分別排出実態調査

報告書（平成 14 年３月）」のデータを活用した。 
 

◆ 京都市は、平成 12 年度当時３つのモデル地区においてその他プラスチック

製容器包装の分別収集を行っていた。「家庭ごみ（生ごみ等）」「資源ごみ（び

ん、缶、ペットボトル）」「その他プラスチック製容器包装」の３区分での収

集であり、三者を加重平均した発生レベルのごみ組成に関する報告がある。
 

◆ 京都市の家庭ごみ（発生レベル）に含まれる割合（重量ベース） 

 プラスチック製ごみ

に占める割合 

家庭ごみ全体に

占める割合※３ 

プラスチック製ごみ 100.0％ 13.2％

 容リ法対象のプラスチックごみ※１ 73.1％ 9.6％

 サービス関連容器等※２ 1.0％ 0.1％

 その他（ごみ袋、ＰＥＴボトル等） 25.9％ 3.4％

※ １：京都市では、洗っても汚れが落とせない品目は収集対象外としているため、京都市の分別収集

対象プラスチック製容器包装は家庭ごみ全体の 7.9％ 
※ ２：サービスに伴い提供される容器と試供品などの容器包装を含む。 
※ ３：四捨五入の関係で、表中の数値の合計は必ずしも一致しない。 

＜京都市の家庭ごみ（発生レベル）の組成＞ 
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８．事業系容器包装等廃棄物の流通・処理の実態調査について 
 

平成 17 年４月 

環境省 リサイクル推進室 
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（１）調査の概要 

本調査は、事業系容器包装廃棄物の流通・処理の実態を把握する目的で、業種別に対象を

抽出し、アンケート形式により実施したものである。本調査は、平成 17年１月 17日から２
月 28日にかけて行われ、その調査回答に関する回収率等は以下のとおりとなっている。 

 

業種分類 送付数 回収数 回収率 備考（当該業種に該当する例） 

交通機関 154 72 47% 空港、鉄道（JR、私鉄）、観光バス 

レジャー施設 
128 66 52%

映画館、野球場、サッカースタジアム、 

その他レジャー施設 

教育機関 59 45 76% 大学 

オフィスビル 58 36 62%   

ショッピングセンター 90 52 58% スーパーマーケット、ショッピングセンター 

チェーンストア 19 11 58% ファーストフード、コンビニ 

ボトラー 52 34 65%   

 合計 560 316 56%   

 
 アンケートでは、各種の容器包装廃棄物について、① その排出方法（資源ごみとして、可
燃ごみとして等々）、② 再生利用をしているか否か、③ 再生利用する際の再生利用先（国内
か輸出か等）、④ 再生利用する際の再資源化の主体（自社か他者か等）、⑤ ④において自社
で再資源化していない場合の容器包装廃棄物の引渡し先、等を質問した。 

 
（２）調査結果の概要 

 容器包装別の排出方法に関しては、スチール缶、アルミ缶、びん、ペットボトル及び段ボ

ールについては、事業者の約７、８割がこれらを資源ごみとして排出している。これを重量

ベースで見ると、スチール缶、アルミ缶、びん及び段ボールのほぼ全量が、ペットボトル及

び白色トレイの８割強が、紙パックの６割強が資源ごみとして排出されている。 

 容器包装別の処理方法に関しては、スチール缶、アルミ缶、びん、ペットボトル及び段ボ

ールについては、事業者の約８、９割がこれらを再生利用している。これを重量ベースで見

ると、スチール缶、アルミ缶、びん及び段ボールのほぼ全量が、ペットボトルの８割強が、

紙パックの６割強が再生利用されている。 

 以上から、プラスチック製容器包装及び紙製容器包装については、その排出方法、処理方

法のいずれについてもいまだ低い水準にとどまってはいるものの、他の容器包装廃棄物はお
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おむね資源ごみとして回収され、再生利用されていることがうかがえる結果となっている。 

 なお、再生利用される場合にあっては、その大半が国内で再生利用されている。 

 

※次ページ以降、調査結果をグラフ化したものを、「排出方法」、「処理方法」、「再生利用先」、「再資源化の主

体」、「引渡し先」の順に掲載。 



33 

図　容器包装別の排出方法　（件数）
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図　容器包装別の排出方法　（重量％）
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※1　「重量％」とは、排出方法別の重量の回答が得られたものを合計し、割合に換算したものである。

※1
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図　容器包装別の処理方法　（件数）
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※1　「再生利用・埋立（焼却）処分」とは、一部を再生利用し、一部を埋立または焼却処分というように、一事業者で両方の処理を行って いること
を指す。
※2　容器包装ごとの回答母数は、排出方法で「発生しない」を選択した事業者以外の事業者の合計数となっている。

※1

※2

 

図　容器包装別の処理方法　（重量％）
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※2　容器包装ごとの回答母数は、排出方法で「発生しない」を選択した事業者以外の事業者の合計数となっている。
※3　「重量％」とは、処理方法別の重量の回答が得られたものを合計し、割合に換算したものである。
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図　容器包装別の再生利用先　（件数）
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図　容器包装別の再生利用先　（重量％）
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※1　「重量％」とは、再生利用先別の重量の回答が得られたものを合計し、割合に換算したものである。

※1
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図　再資源化の主体　（件数）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

スチール缶

アルミ缶

びん

ペットボトル

プラスチック製容器包装

白色トレイ

紙パック

段ボール

紙製容器包装

自社で選別・破砕等の処理
を施し、自社で再資源化

自社で選別・破砕等の処理
を施し、他者で再資源化

自社では処理をせず、他者
で処理・再資源化

複数回答

不明

※２

※１

※１「複数回答」については、複数の項目を選択した事業者の合計を指す。「自社で処理を施し他者で再資源化」、あるいは、「自社では処理をせず他者で処
理・再資源化」の両者を選択した回答が大半であった。
※２容器包装ごとの回答母数は、処理方法で「再生利用（リサイクル）している」を選択した事業者の合計数となっている。

 

図　再資源化の主体　（重量％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

スチール缶

アルミ缶

びん

ペットボトル

プラスチック製容器包装

白色トレイ

紙パック

段ボール

紙製容器包装

自社で選別・破砕等の処
理を施し、自社で再資源
化
自社で選別・破砕等の処
理を施し、他者で再資源
化
自社では処理をせず、他
者で処理・再資源化

複数回答

不明

※１「複数回答」については、複数の項目を選択した事業者の合計を指す。「自社で処理を施し他者で再資源化」、あるいは、「自社では処理をせず他者で処
理・再資源化」の両者を選択した回答が大半であった。
※２容器包装ごとの回答母数は、処理方法で「再生利用（リサイクル）している」を選択した事業者の合計数となっている。
※３「重量％」とは、再資源化の主体別の重量の回答が得られたものを合計し、割合に換算したものである。

※2

※1

※３
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図　引渡し先　（件数）

44

42

50

45

15

10

7

17

8

185

187

179

161

81

35

64

199

76

21

19

16

13

3

15

10

11

4

3

11

6

12

3

4

18

6

18

16

13

21

6

4

6

9

3

2

2

2

3

5

1

2

4

3

6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

スチール缶

アルミ缶

びん

ペットボトル

プラスチック製容器包装

白色トレイ

紙パック

段ボール

紙製容器包装

市区町村 廃棄物処理・再生処理業者 納入業者 その他 複数回答 不明

※2

※１

※１「複数回答」については、複数の項目を選択した事業者の合計を指す。「市区町村」と「廃棄物処理・再生処理業者」の両者への引渡し、もしくは、「廃棄物
処理・再生処理業者」と「納入業者」の両者への引渡しが多く見られた。
※２容器包装ごとの回答母数は、再資源化主体について「自社で選別・破砕等の処理を実施し、他者で再資源化」又は「自社では処理をせず、他者で処理・
再資源化」を選択した事業者の合計数となっている。

 

図　引渡し先　（重量％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

スチール缶

アルミ缶

びん

ペットボトル

プラスチック製容器包装

白色トレイ

紙パック

段ボール

紙製容器包装

市区町村 廃棄物処理・再生処理業者 納入業者 その他 複数回答 不明

※１「複数回答」については、複数の項目を選択した事業者の合計を指す。「市区町村」と「廃棄物処理・再生処理業者」の両者への引渡し、もしくは、「廃棄物
処理・再生処理業者」と「納入業者」の両者への引渡しが多く見られた。
※２容器包装ごとの回答母数は、再資源化主体について「自社で選別・破砕等の処理を実施し、他者で再資源化」又は「自社では処理をせず、他者で処理・
再資源化」を選択した事業者の合計数となっている。
※３「重量％」とは、引渡し先別の重量の回答が得られたものを合計し、割合に換算したものである。

※2

※１

※３
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